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３６２ 指定居宅サービス事業者を指定した件 長寿いきがい課

３６３ 指定介護予防サービス事業者を指定した件 同

３６４ 指定居宅サービス事業者の指定の全部の効 同

力を停止した件

３６５ 大規模小売店舗立地法の規定による届出が 企業支援課

あった件

３６６ 歳入の指定納付受託者を指定した件 建設管理課

３６７ 道路の区域を変更する件 高規格道路課

３６８ 道路の供用を開始する件 同

【人事委員会規則】

番 号 表 題 担当課名

※ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規

則の一部を改正する規則

※ 職員の育児休業等に関する規則の一部を改

正する規則

【労働委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

５ 地方公営企業等の労働関係に関する法律に

基づき徳島県病院局職員のうち労働組合法

第２条第１号に規定する者の範囲を認定し

た件



【労働委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

６ 地方公営企業等の労働関係に関する法律に

基づき徳島県企業局職員のうち労働組合法

第２条第１号に規定する者の範囲を認定し

た件



徳
島
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た

。

令
和
七
年
七
月
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

株
式
会
社
か
も
な

徳
島
市
名
東
町
一
丁
目
二
〇
三
―

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

徳
島
市
名
東
町
一
丁
目
二
〇
三
―

訪
問
介
護

令
和
七
年
七
月
一
日

一

リ
コ
リ
タ

一

株
式
会
社
フ
ロ
ン
テ
ィ

大
阪
市
淀
川
区
宮
原
三
丁
目
五
番

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

徳
島
営

板
野
郡
北
島
町
高
房
字
勝
瑞
境
三

福
祉
用
具
貸
与

同

ア

三
六
号

業
所

―
一

特
定
福
祉
用
具

販
売



徳
島
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。令

和
七
年
七
月
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

株
式
会
社
フ
ロ
ン
テ
ィ

大
阪
市
淀
川
区
宮
原
三
丁
目
五
番

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

徳
島
営

板
野
郡
北
島
町
高
房
字
勝
瑞
境
三

介
護
予
防
福
祉

令
和
七
年
七
月
一
日

ア

三
六
号

業
所

―
一

用
具
貸
与

特
定
介
護
予
防

福
祉
用
具
販
売



徳
島
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本

文
の
指
定
の
全
部
の
効
力
を
次
の
と
お
り
停
止
し
た
。

令
和
七
年
七
月
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

停

止

の

内

容

停

止

の

期

間

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

合
同
会
社
一
華

徳
島
市
東
吉
野
町
二
丁
目

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

徳
島
市
東
吉
野
町
二
丁
目

訪
問
介
護

指
定
の
全
部
の
効
力
の

令
和
七
年
六
月
三
十
日

二
九
―
四

コ
ー
ポ
ク
リ

シ
ョ
ン
一
華

二
九
―
四

コ
ー
ポ
ク
リ

停
止

か
ら
同
年
九
月
二
十
九

エ
イ
ト
一
〇
一
号

エ
イ
ト
一
〇
一
号

日
ま
で



徳
島
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
及
び
添
付
書

類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
七
年
七
月
八
日
か
ら
同
年
十
一
月
八
日

ま
で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
七
月
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
徳
島
北
島
店

所
在
地

板
野
郡
北
島
町
北
村
字
新
川
屋
八
番
一
ほ
か

２

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名氏

名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ

石
川
県
白
山
市
松
本
町
二
五
一
二
番
地

青
木

宏
憲

キ
３

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ

石
川
県
白
山
市
松
本
町
二
五
一
二
番
地

青
木

宏
憲

キ
４

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

令
和
八
年
二
月
十
四
日

５

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
、
二
四
五
平
方
メ
ー
ト
ル

６

大
規
模
小
売
店
舗
の
概
要

届
出
事
項

概
要

施
設
の
配
置
に

駐
車
場

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

関
す
る
事
項

収
容
台
数

五
二
台

駐
輪
場

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

収
容
台
数

二
〇
台

荷
さ
ば
き
施
設

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

面
積

三
一
・
八
二
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

管
施
設

容
量

八
・
四
○
立
方
メ
ー
ト
ル

施
設
の
運
営
方

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

午
前
九
時

法
に
関
す
る
事

小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

午
後
十
二
時

項

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
日
の
午
前
零
時
三
十



で
き
る
時
間
帯

分
ま
で

駐
車
場
の
自
動

出
入
口
の
数

二
箇
所

車
の
出
入
口

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き

午
前
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

二

届
出
年
月
日

令
和
七
年
六
月
十
三
日

三

届
出
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
及
び
北
島
町
ま
ち
み
ら
い
課
並
び
に
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業

支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

２

縦
覧
の
期
間

令
和
七
年
七
月
八
日
か
ら
同
年
十
一
月
八
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
創
業
・
経
営
支
援
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
七

２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業

支
援
課
及
び
北
島
町
ま
ち
み
ら
い
課
並
び
に
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お

い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
に
掲
げ
る
者
を
建
設
業
許
可
・
経
営
事
項
審
査
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
に
係
る
手
数
料
の
指
定
納
付

受
託
者
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
七
月
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

名
称

住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

ウ
ェ
ル
ネ
ッ
ト
株
式
会

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
大
通
東
十
丁
目
一
一
番

令
和
七
年
五
月
二
十
九
日

社

四



徳
島
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
七
年
七
月
八
日
か
ら
二
週

間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
七
月
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
市
山
城
町
上
名
字
ヲ
ソ

旧

六
・
〇
～
六
・
二

一
五
・
〇

２

ゴ
ヱ
向
七
一
四
番
一
地
先

７

上
名
西
宇

２

同

新

六
・
五
～
一
二
・
三

一
五
・
〇



徳
島
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
七
年
七
月
八
日
か
ら
二
週

間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
七
月
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

２

三
好
市
山
城
町
上
名
字
ヲ
ソ
ゴ
ヱ

７

上
名
西
宇

一
五
・
〇

令
和
七
年
七
月
八
日

２

向
七
一
四
番
一
地
先



職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。

令
和
七
年
七
月
八
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
規
則
七
―
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

。
第
七
条
第
四
項
第
五
号
中
「
あ
っ
た
」
を
「
あ
つ
た
」
に
、
「
あ
っ
て
」
を
「
あ
つ
て
」
に
、
「
な
っ

た
」
を
「
な
つ
た
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
五
条
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

（
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
）

第
十
五
条

条
例
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
対
象
職
員
の
子
が
一

歳
十
一
箇
月
に
達
す
る
日
の
翌
々
日
か
ら
二
歳
十
一
箇
月
に
達
す
る
日
の
翌
日
ま
で
の
一
年
間
と
す
る

。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
七
月
八
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
規
則
七
―
四
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
二
条
第
三
号
イ
⑵
」
を
「
第
二
条
第
四
号
イ
⑵
」
に
改
め

る
。第

十
条
の
二
中
「
非
常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
が
六
時
間
十
五
分
以

上
で
あ
る
勤
務
日
が
あ
る
」
を
削
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
の
請
求
」
を
「
の
請
求
、
育
児
休
業
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
」
に
、
「
部
分
休
業
承
認
請
求
書
」
を
「
部
分
休
業
簿
」
に
改
め

、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

「育
児
休

業
「育

児
休
業

「□
部
分
休
業
の
期
間
等

様
式
第
二
号
中

育
児
短
時
間
勤
務

を

育
児
短
時
間
勤
務

」
に
改
め
、

部
分

休
業

」

年
月

日
か
ら

年
月

日

時
分

か
ら

時
分

ま
で

を
削
り
、
同
様
式
の
注
中
「

時
分

か
ら

時
分

ま
で

」
レ
印

」
を
「

レ
印

」
に
改
め
る
。

，
、

様
式
第
五
号
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。



様式第５号（第１１条関係）
その１

部 分 休 業 簿

申出対象期間 年度

所 属 氏 名

氏名 続柄等 生年月日
１ 請求に係る子

年 月 日

申出月日 申出の内容

（①又は②を記入） ※申出の内容（変更後の内容も共通）
２ 申出 ①１日につき２時間を超えない範囲内

月 日 ②１年につき条例で定める時間を超えない範囲内

変更月日 変更後の内容 変更が必要な事情 特別の事 決裁
（①又は②を記入） 情の有無 所属長

３ 変更（第１回目）
月 日

変更月日 変更後の内容 変更が必要な事情 特別の事 決裁
（①又は②を記入） 情の有無 所属長

３ 変更（第２回目）
月 日

４ 備考

注
１ 請求に係る子が複数名いる場合は、二人目以降の子の氏名、請求者との続柄等及び生年月日をを「４ 備考」欄に記入すること。
２ この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄等及び生年月日を証明する書類（医師又は助産師が発行する出生（産）証明書、母子健
康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書又は養子縁組届受理証明書、事件が係属している家庭裁判所等が発行する事件係
属証明書、児童相談所長が発行する委託措置決定通知書又は証明書等）を添付すること（写しでも可）。

３ 第１号部分休業の承認の請求の場合はその２、第２号部分休業の承認の請求の場合はその４を用いること。
４ 第１号部分休業の承認が、職員からの請求に基づき取り消された場合は、その旨をその３に記入すること。



その２

年度

整理
※ 第１号部分休業の承認の請求をする期間 ※ ※

決 裁

番号 月 日
毎日／

時 間
請求年月 請求者 承認の 備 考

曜日等 の確認 可否 所属長

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 月 日

注

１ ※印の欄は職員が記入又は確認すること。

２ 部分休業が必要な期間について、あらかじめ包括的に請求すること。



その３

年度

整理
※ 第１号部分休業の承認の取消しの期間 ※

決 裁

番号 月 日 時 間
請求者 備 考
の確認 所属長

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分

注 ※印の欄は職員が記入又は確認すること。



その４

年度 第２号部分休業の時間数 時間 分

整理
※第２号部分休業の承認の請求をする期間 ※ ※ ※ ※

決 裁
番号

月 日 時 間
請 求 残日数 請求月日 請求者 承認の 備 考

時間数
の確認 可否

所属長

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 時間 分 時間 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 時間 分 時間 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 時間 分 時間 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 時間 分 時間 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 時間 分 時間 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 時間 分 時間 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 時間 分 時間 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 時間 分 時間 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 時間 分 時間 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 時間 分 時間 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 時間 分 時間 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 時間 分 時間 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 時間 分 時間 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 時間 分 時間 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 時間 分 時間 分 月 日

月 日～ 月 日 時 分～ 時 分 時間 分 時間 分 月 日

注 ※印の欄は職員が記入又は確認すること。



附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
労
働
委
員
会
告
示
第
五
号

当
委
員
会
は
、
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
九

号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳
島
県
病
院
局
の
職
員
が
結
成
し
、
又
は
加
入
す
る
労
働
組
合

に
つ
い
て
、
同
職
員
の
う
ち
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規

定
す
る
者
の
範
囲
を
令
和
七
年
六
月
二
十
六
日
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
令
和
六
年
徳
島

県
労
働
委
員
会
告
示
第
三
号
（
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
徳
島
県
病
院
局

職
員
の
う
ち
労
働
組
合
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
範
囲
を
認
定
し
た
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
七
年
七
月
八
日

徳
島
県
労
働
委
員
会
会
長

豊

永

寛

二

勤

務

箇

所

労

働

組

合

法

第

二

条

第

一

号

に

規

定

す

る

者

一

病
院
事
業
管
理
者
の
職
に
あ
る
者

二

局
長
、
副
局
長
、
課
長
、
副
課
長
及
び
課
長
補
佐
の
職
に
あ
る
者

三

総
務
課
の
人
事
、
給
与
又
は
労
務
を
担
当
す
る
係
長
、
主
任
、
主
任
主
事
及
び

本

局

主
事
の
職
に
あ
る
者

四

総
務
課
の
政
策
調
整
を
担
当
す
る
係
長
（
担
当
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
係
長
に
限

る
。
）
の
職
に
あ
る
者

五

経
営
改
革
課
の
係
長
（
担
当
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
係
長
に
限
る
。
）
の
職
に
あ
る

者
一

病
院
長
、
副
院
長
及
び
院
長
補
佐
の
職
に
あ
る
者

二

事
務
局
長
、
事
務
局
次
長
及
び
課
長
補
佐
（
労
務
を
担
当
す
る
者
の
う
ち
担
当

リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
課
長
補
佐
に
限
る
。
）
の
職
に
あ
る
者

徳

島

県

立

三

医
療
局
長
、
医
療
局
次
長
及
び
部
長
の
職
に
あ
る
者

中

央

病

院

四

薬
剤
局
長
及
び
薬
剤
局
次
長
の
職
に
あ
る
者

五

医
療
技
術
局
長
及
び
医
療
技
術
局
次
長
の
職
に
あ
る
者

六

看
護
局
長
及
び
看
護
局
次
長
の
職
に
あ
る
者

一

病
院
長
、
副
院
長
及
び
院
長
補
佐
の
職
に
あ
る
者

二

事
務
局
長
及
び
事
務
局
次
長
の
職
に
あ
る
者

徳

島

県

立

三

医
療
局
長
、
医
療
局
次
長
及
び
部
長
の
職
に
あ
る
者

三

好

病

院

四

医
療
技
術
局
長
及
び
医
療
技
術
局
次
長
の
職
に
あ
る
者

五

看
護
局
長
及
び
看
護
局
次
長
（
二
人
以
上
の
看
護
局
次
長
が
置
か
れ
て
い
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
病
院
長
の
指
定
す
る
看
護
局
次
長
に
限
る
。
）
の
職
に
あ
る
者

一

病
院
長
及
び
副
院
長
の
職
に
あ
る
者

二

事
務
局
長
及
び
事
務
局
次
長
の
職
に
あ
る
者

徳

島

県

立

三

医
療
局
長
、
医
療
局
次
長
及
び
部
長
の
職
に
あ
る
者

海

部

病

院

四

医
療
技
術
局
長
及
び
医
療
技
術
局
次
長
の
職
に
あ
る
者

五

看
護
局
長
及
び
看
護
局
次
長
の
職
に
あ
る
者



徳
島
県
労
働
委
員
会
告
示
第
六
号

当
委
員
会
は
、
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
九

号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳
島
県
企
業
局
の
職
員
が
結
成
し
、
又
は
加
入
す
る
労
働
組
合

に
つ
い
て
、
同
職
員
の
う
ち
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規

定
す
る
者
の
範
囲
を
令
和
七
年
六
月
二
十
六
日
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
令
和
三
年
徳
島

県
労
働
委
員
会
告
示
第
二
号
（
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
徳
島
県
企
業
局

職
員
の
う
ち
労
働
組
合
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
範
囲
を
認
定
し
た
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
七
年
七
月
八
日

徳
島
県
労
働
委
員
会
会
長

豊

永

寛

二

勤

務

箇

所

労

働

組

合

法

第

二

条

第

一

号

に

規

定

す

る

者

一

企
業
局
長
の
職
に
あ
る
者

二

副
局
長
、
次
長
、
課
長
、
室
長
及
び
副
課
長
の
職
に
あ
る
者

三

経
営
企
画
課
の
総
務
を
担
当
す
る
課
長
補
佐
及
び
係
長
の
職
に
あ
る
者
の
う
ち
経

本

局

営
企
画
課
長
の
指
定
す
る
も
の

四

経
営
企
画
課
の
人
事
、
給
与
及
び
労
務
を
担
当
す
る
主
任
、
主
任
主
事
及
び
主
事

の
職
に
あ
る
者
の
う
ち
経
営
企
画
課
長
の
指
定
す
る
も
の

総
合
管
理
推
進

所
長
、
次
長
及
び
課
長
の
職
に
あ
る
者

セ

ン

タ

ー


